
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【背景】我が国の港湾施設のうち、防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せは、支店営業担当者または、本社海岸部（電話 03-5959-2519 FAX03-5959-2520）までお願いいたします。 

波堤と岸壁の過去 50 年余りにわたる 

整備状況は右図のようになっています。 

これは、施設の一例ですが、整備後 50 

年を越え更新期を迎える施設が、今後 

増加していくことは明らかであり、維 

持・修繕・更新に必要となる維持管理 

費用は、2025 年には現在の約 2.5 倍に 

達する見込みです。この背景を踏まえ 

て、国土交通省は「港湾の施設の維持 

管理計画書作成の手引き(平成 19 年 10 

月)」を発行しました。 

 ここでは、これらの背景を踏まえて、今後実施していくべき施設の点検、アセットマ

ネジメントの考え方を示します。 

港湾施設のアセットマネジメント 

【施設の目視点検状況】         【施設の詳細点検状況】 
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矢板式突堤の劣化(鋼矢板の腐食)状況 

矢板式岸壁の劣化(腐食・吸出し)状況 

鋼管杭の肉厚調査状況(水中) 

陽極消耗量調査状況(水中) 



 

 

 

 

【アセットマネジメントのフロー】 

 
港湾施設のアセットマネジメントは下図の維持管理計画書の体系に従って実施します。 

対象施設の維持管理の前提条件
○　供用期間（建設、改良当初は設計供用期間で設定）
○　維持管理の基本的な考え方（→維持管理レベルの設定等）

日常点検
一般定期
点検診断

詳細定期
点検診断

一般臨時
点検診断

詳細臨時点検診断
箇所の抽出

○　工学的知見　判断に基づいて、当該施設の性能低下度を点検診断結果により判定
○　維持工事等の必要性の検討
○　財政状況、対策の緊急性等の行政的判断

維持工事等の実施のための計画策定

維持工事等の実施

維持管理計画等の見直し
[アセットマネジメント]

Ⅰ　総論

Ⅱ　点検診断計画

Ⅲ　総合評価

Ⅳ　維持補修計画

計画的な維持管理の推進

通常時 異常時の緊急的対応

異常有り

異常有り

異常有り 異常有り

異常無し 異常無し 異常無し 異常無し

維持工事等が必要 点検診断計画
の変更が必要

対策不要

詳細臨時点検診断

お問合せは、支店営業担当者または、本社海岸部（電話 03-5959-2519 FAX03-5959-2520）までお願いいたします。 


